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国
民
皆
保
険
の
下
で
の
業
務
効
率
化
、
高
度
化
に
よ
り
、
国
民
の
負
担
軽
減
と

全
国
ど
こ
で
も
質
が
維
持
さ
れ
、
統
一
さ
れ
た
医
療
の
実
現
を
目
指
し
ま
す

業
務
効
率
化
、
高
度
化
、
IC
T
の
活
用
に
よ
り
「
業
務
集
団
」
か
ら
「
自
ら
考
え
、
自
ら
行
動
す
る
頭
脳
集
団
」
へ

保
険
者
の
審
査
支
払
機
能
の
代
行
機
関
と
し
て
そ
の
役
割
を
担
っ
て
き
た
支
払
基
金
は
、
A
I等
や
医
師
、
看
護
師
等
の
医
療
専

門
職
な
ど
職
員
の
活
用
を
通
じ
て
、
医
療
の
質
の
向
上
と
経
済
合
理
性
の
確
保
、
さ
ら
に
は
皆
保
険
に
ふ
さ
わ
し
い
全
国
で
統
一

的
な
基
準
で
の
審
査
支
払
を
実
現
し
ま
す
。

・
公
的
医
療
保
険
制
度
の
加
入
者
で
あ
る
国
民
に
と
っ
て
、
審
査
基
準
の
統
一
化
に
よ
り
全
国
ど
こ
で
も
質
が
維
持
さ
れ
、
統
一
さ
れ
た
医
療
が
受
け

ら
れ
る
こ
と
に
加
え
、
保
険
者
の
審
査
手
数
料
等
の
コ
ス
ト
削
減
を
通
じ
て
、
国
民
の
負
担
を
軽
減
す
る
。

・
審
査
委
員
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
地
域
の
医
師
の
時
間
を
地
域
医
療
活
動
や
患
者
、
住
民
と
の
対
話
な
ど
の
業
務
に
注
力
す
る

こ
と
が
可
能
に
な
る
。

国
民
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト

支
払
基
金
の
業
務
効
率
化
、
高
度
化
に
よ
り
審
査
手
数
料
等
を
低
減
し
、
審
査
の
質
を
向
上
さ
せ
ま
す
。

保
険
者
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト

改
革
に
よ
り
、
支
払
基
金
の
年
間
の
運
営
経
費
約
8
0
0
億
円
の
一
層
の
削
減
を
図
り
、
国
民
へ
還
元
す
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

国
民
の
負
担
を
軽
減
し
、
全
国
ど
こ
で
も
質
が
維
持
さ
れ
、
統
一
さ
れ
た
医
療
の
実
現
を
目
指
し
ま
す
。

自
ら
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
仕
組
み
の
導
入
な
ど
、
ＩＣ
Ｔ
活
用
に
よ
り
レ
セ
プ
ト
請
求
の
利
便
性
を
向
上
し
ま
す
。

医
療
機
関
等
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト

・
レ
セ
プ
ト
請
求
前
に
自
ら
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
仕
組
み
等
の
導
入
に
よ
り
、
医
療
機
関
等
の
作
業
負
担
を
軽
減
し
、
誤
請
求
を
減
少
す
る
。

・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
に
よ
る
レ
セ
プ
ト
請
求
の
利
便
性
を
向
上
す
る
。

・
レ
セ
プ
ト
の
受
付
か
ら
支
払
ま
で
を
短
期
化
す
る
こ
と
が
で
き
、
保
険
者
の
円
滑
な
資
金
繰
り
を
確
保
で
き
れ
ば
、
高
額
療
養
費
の
償
還
払

や
医
療
機
関
等
へ
の
支
払
の
早
期
化
も
可
能
に
な
る
。

・
支
払
基
金
の
業
務
効
率
化
、
高
度
化
に
よ
り
、
コ
ス
ト
を
低
減
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
支
払
基
金
の
委
託
者
で
あ
る
保
険
者
が
、

支
払
基
金
に
支
払
っ
て
い
る
審
査
に
関
す
る
手
数
料
を
低
減
す
る
。

・
Ａ
Ｉ
や
最
新
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
な
る
審
査
の
質
を
向
上
す
る
。
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・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
の
高
度
化
（
医
療
機
関
等
で
事
前
チ
ェ
ッ
ク
で
き

る
仕
組
み
等
の
活
用
を
図
る
）

・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
、
職
員
チ
ェ
ッ
ク
、
審
査
委
員
会
に
い
た
る

審
査
を
段
階
的
に
完
結
さ
せ
る

・
A
Iを
フ
ル
活
用
し
て
審
査
能
力
全
体
の
向
上
を
常
に
図
る

支
払
基
金
業
務
効
率
化
・
高
度
化
計
画

工
程
表
の
概
要

審
査
業
務
の
効
率
化

●
新
た
な
シ
ス
テ
ム
へ
の
刷
新
を
行
い
、
レ
セ
プ
ト
審
査
に
お
け
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
の
寄
与
度
を
高
め
、

徹
底
的
な
審
査
業
務
の
効
率
化
を
行
う

審
査
基
準
の
統
一
化

●
地
域
ご
と
に
差
異
の
あ
る
審
査
基
準
の
統
一
化
に
つ
い
て
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
ル
ー
ル
等
に
つ
い
て
、

差
異
の
継
続
的
な
見
え
る
化
を
行
い
、
審
査
基
準
の
統
一
化
に
向
け
た
定
期
的
な
P
D
C
A
を
回
し
て
い
く

支
部
組
織
の
体
制
の
在
り
方

●
4
7
都
道
府
県
に
配
置
さ
れ
て
い
る
支
部
の
体
制
に
つ
い
て
、
業
務
効
率
化
を
踏
ま
え
、
必
要
最
小
限
の
も
の
に
縮
小
す
る

●
審
査
委
員
の
利
益
相
反
の
禁
止
等
に
つ
い
て
、
現
在
運
用
上
で
行
っ
て
い
る
取
扱
い
を
規
則
と
し
て
明
確
化
し
て
い
く

・
受
付
、
審
査
、
支
払
機
能
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
化

・
各
支
部
に
設
置
さ
れ
て
い
る
業
務
サ
ー
バ
ー
を
本
部
へ
一
元
化

・
A
I等
の
導
入
・
活
用
に
よ
り
審
査
支
払
を
支
援
す
る
仕
組
み
を
順
次
導
入
・
推
進

※
国
保
中
央
会
等
に
お
い
て
も
、
支
払
基
金
と
双
方
の
審
査
支
払
業
務
が
整
合
的
か
つ
効
率
的
に

機
能
す
る
こ
と
を
実
現
す
る
こ
と
で
、
コ
ス
ト
削
減
を
目
指
す
。

＜
受
付
、
審
査
、
支
払
機
能
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
化
＞

受
付

審
査

支
払

医
療
機
関
等

保
険
者
等

医
療
機
関
等

審
査
支
払
新
シ
ス
テ
ム
の
構
築
等

・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
に
適
し
た
レ
セ
プ
ト
様
式
の
見
直
し

・
返
戻
査
定
理
由
の
明
確
化

・
医
療
機
関
等
で
請
求
前
の
段
階
で
レ
セ
プ
ト
の
エ
ラ
ー
を
修
正
す
る
仕
組
み
の
導
入

・
レ
セ
プ
ト
受
付
処
理
の
平
準
化
の
仕
組
み
の
推
進
等

審
査
業
務
の
効
率
化

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク

審
査
委
員
会

＜
段
階
的
に
審
査
を
完
結
＞

医
療
専
門
職
等
の
職
員

に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
時
代
の
質
の
高
い
医
療
の
実
現
に
向
け
た
有
識
者
検
討
会
報
告
書
（
平
成
2
9
年
1
月
1
2
日
）

支
払
基
金
の
業
務
の
効
率
化
、
高
度
化
に
向
け
た
具
体
的
な
取
組

目
指
す
べ
き
審
査
支
払
プ
ロ
セ
ス

1

2 ページ



支
払
基
金
業
務
効
率
化
・
高
度
化
計
画

工
程
表
の
概
要

・
重
点
審
査
の
審
査
決
定
に
際
し
、
診
療
側
と
保
険
者
側
で
意
見
が
相
違
す
る
事
案
等
が
生
じ
た
際
に

中
立
な
立
場
に
あ
る
公
益
委
員
が
判
断

・
高
額
レ
セ
プ
ト
の
対
象
範
囲
の
拡
大
や
専
門
性
の
高
い
レ
セ
プ
ト
等
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
り

本
部
審
査
の
対
象
を
拡
大

・
再
審
査
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
（
原
審
査
と
異
な
る
医
師
が
行
い
、
本
部
の
中
立
し
た
視
点
を
持
っ
て

関
与
す
る
仕
組
み
の
構
築
）

・
専
門
医
の
少
な
い
診
療
科
の
レ
セ
プ
ト
に
つ
い
て
、
ウ
ェ
ブ
会
議
方
式
の
活
用
な
ど
本
部
を
含
め

複
数
の
都
道
府
県
単
位
で
の
合
同
審
査
を
推
進

・
万
全
な
情
報
管
理
の
下
、
IC
T
を
活
用
し
た
柔
軟
な
勤
務
形
態
等
の
実
現

・
審
査
委
員
の
利
益
相
反
の
禁
止
ル
ー
ル
等
の
厳
格
化
・
明
文
化
に
よ
り
、
中
立
性
を
徹
底

審
査
委
員
会
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化

・
支
部
組
織
の
見
直
し
：
モ
デ
ル
事
業
の
実
施
（
支
部
集
約
化
に
つ
い
て
問
題
点
の
検
証
等
）
【
遅
く
と
も
平
成
3
0
年
度
ま
で
に
実
施
】

・
支
払
基
金
の
人
員
体
制
：
現
行
定
員
の
2
0
％
（
8
0
0
人
程
度
）
の
削
減
を
計
画
的
に
進
め
る
と
と
も
に
、
医
療
専
門
職
、
IT
等
専
門
人
材
の
採
用
拡
大
等

「
自
ら
考
え
、
自
ら
行
動
す
る
頭
脳
集
団
」
に
相
応
し
い
人
材
の
高
度
化
を
格
段
に
図
り
、
新
た
な
医
療
や
IT
、
A
I等
に
対
応
す
る
。

・
育
児
期
間
中
な
ど
で
短
時
間
勤
務
を
希
望
す
る
女
性
医
師
の
活
用
な
ど
も
含
め
、
直
接
雇
用
す
る
常
勤
医
師
・
看
護
師
な
ど
医
療
専
門
職
等
の
活
用
拡
大
を

大
幅
か
つ
短
時
間
勤
務
等
の
柔
軟
な
働
き
方
の
選
択
肢
を
用
意
す
る
形
で
図
る
。

組
織
・
体
制
の
見
直
し

2

・
既
存
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
ル
ー
ル
は
そ
の
効
果
や
妥
当
性
を
検
討
し
て
、
付
せ
ん
数
の
大
幅
な
減
少
を
目
指
す

・
診
療
報
酬
点
数
に
係
る
審
査
基
準
（
告
示
・
通
知
等
）
を
明
確
化
し
、
医
療
機
関
等
の
IC
T
に
組
み
込
め
る
よ
う
に
基
準
並
び
に
シ
ス
テ
ム
を
標
準
化

・
国
民
皆
保
険
の
下
、
支
部
間
・
審
査
支
払
機
関
間
（
※
）
の
差
異
の
見
え
る
化
は
直
ち
に
開
始
し
、
差
異
の
解
消
を
図
る

・
明
確
化
・
標
準
化
さ
れ
た
審
査
基
準
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
機
能
に
取
り
込
む

・
併
せ
て
、
過
去
の
審
査
デ
ー
タ
の
統
計
分
析
等
に
よ
り
、
統
一
的
・
客
観
的
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
ル
ー
ル
を
大
幅
に
増
や
し
て
い
く

・
新
シ
ス
テ
ム
に
は
、
差
異
を
解
消
し
て
い
く
仕
組
み
を
組
み
込
む
【
自
動
的
な
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
機
能
で
抽
出
・
速
や
か
に
対
処
】

支
部
間
差
異
の
解
消

（
※
）
改
革
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
国
保
中
央
会
等
に
つ
い
て
も
、
同
時
並
行
的
に
支
払
基
金
に
お
け
る
改
革
と
整
合
的
か
つ
連
携
し
て
取
組
を
進
め
る
。
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業
務
効
率
化
に向
け
た
具
体
的
な
取
組
につ
い
て

１
．
審
査
支
払
新
シ
ス
テム
の
構
築
等

（
１
）
審
査
支
払
新
シス
テム
の構
築

（
２
）
審
査
手
数
料
の設
定
の在
り方
の見
直
し

２
．
審
査
業
務
の
効
率
化

（
３
）
コン
ピュ
ータ
チェ
ック
に適
した
レセ
プト
様
式
の見
直
し等

（
４
）
コン
ピュ
ータ
チェ
ック
ルー
ルの
公
開平
成
２
９
年
度

（
20
17
）

平
成
３
０
年
度

（
20
18
）

平
成
３
１
年
度

（
20
19
）

平
成
３
２
年
度

（
20
20
）

平
成
３
３
年
度
以
降

（
20
21
）

ア

コン
ピュ
ー
タチ
ェッ
ク公
開
後
の
定
期
的
な
検
証
（
返
戻
件
数
・再
審
査
申
し出
件
数
・査
定
額
等
）

専
門
家
か
ら助
言
を受
け
られ
る仕
組
み

症
状
詳
記
等
の
内
容
を分
析
・分
類
し、
電
子
レセ
プト
上
で
、医
療
機
関
によ
る

コメ
ント
選
択
方
式
を検
討

イ エ オ キ ク

公
開
基
準
を満
たす
もの
につ
い
て、
順
次
公
開

コン
ピュ
ー
タチ
ェッ
クル
ー
ル

公
開
基
準
の
策
定

レセ
プト
様
式
の
見
直
し（
病
名
の
国
際
的
な
規
格
の
使
用
の
実
施
）

業
務
効
率
化
を踏
まえ
たレ
セ
プト
手
数
料
の
設
定

判
断
が
明
らか
な
レセ
プト
手
数
料
の
検
討

可
能
な
もの
は
シ
ステ
ム
刷
新
を待
たず
に先
行
実
施

厚
生
労
働
省
にお
い
てコ
ンピ
ュー
タチ
ェッ
クに
適
した
レセ
プト
様
式
へ
の
見
直
しの
検
討
（
改
定
毎
）

病
名
コー
ドに
つい
ては
国
際
的
な
規
格
を使
用
しや
す
い
仕
組
み
の
検
討

カ

複
数
の
専
門
家
か
ら助
言
を受
け
られ
る仕
組
み

シ
ステ
ム
刷
新
を待
たず
に先
行
実
施
も検
討

電
子
レセ
プト
上
で
の
コメ
ント
選
択
方
式
の
実
施

（
約
80
万
件
/月
）

審
査
支
払
業
務
の
再
構
築
（
シ
ステ
ム
に取
り込
み
）

現
行
の
審
査
支
払
業
務

プロ
セ
ス全
体
の
棚
卸
し

ウ
凡
例

効
率
化
の取
組
の検
討

シス
テム
開
発

効
率
化
の取
組
の
実
施

要
件
定
義
・設
計
・開
発
・検
証

自
動
的
な
レポ
ー
ティ
ング
機
能
の
導
入
（
差
異
事
例
の
徹
底
した
見
える
化
、コ
ンピ
ュー
タチ
ェッ
ク基
準
の

明
確
化
と継
続
的
に見
直
す
仕
組
み
）

セ
キ
ュリ
ティ
対
策
の
強
化

セ
キ
ュリ
ティ
対
策
の
強
化

新
シ
ス
テム
稼
働

審
査
・支
払
新
シス
テム
構
築
（
セキ
ュリ
ティ
対
策
含
む
）

（
業
務
の機
能
ごと
に分
解
した
単
位
（
モジ
ュー
ル）
を組

み
合
わ
せ
る事
に
よっ
て最
適
とな
る
シス
テ
ム）

（
エビ
デン
スに
依
拠
した
追
加
的
な
対
応
を柔
軟
に
行
うこ
とが
でき
る
スケ
ーラ
ブ
ルな
シス
テム
）

（
Ａ
Ｉ
等
に
よる
審
査
支
援
の
順
次
導
入
・推
進
）

支
払
基
金
業
務
効
率
化
・
高
度
化
計
画

工
程
表
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（
５
）
返
戻
査
定
理
由
の
明
確
化

（
６
）
請
求
前
の
段
階
で
レセ
プト
の
エラ
ー
を修
正
す
る仕
組
み
の
導
入

３
．
支
部
間
差
異
の
解
消

（
７
）
既
存
の
コン
ピュ
ー
タチ
ェッ
クル
ー
ル
の
見
直
し

（
８
）
統
一
的
な
コン
ピュ
ー
タチ
ェッ
クル
ー
ル
の
設
定

（
９
）
審
査
基
準
の
統
一
化

（
１
０
）
自
動
的
な
レポ
ー
ティ
ング
機
能
の
導
入

平
成
２
９
年
度

（
20
17
）

平
成
３
０
年
度

（
20
18
）

平
成
３
１
年
度

（
20
19
）

平
成
３
２
年
度

（
20
20
）

平
成
３
３
年
度
以
降

（
20
21
）

シ
ス
テム
刷
新
を
待
たず
に
先
行
実
施
も
検
討

自
動
で
返
戻
査
定
理
由
を
記
載
す
る仕
組
み
の
実
施

自
動
的
な
レ
ポ
ー
テ
ィン
グ機
能
の
導
入

（
差
異
事
例
の
徹
底
した
見
える
化
、コ
ンピ
ュー
タチ
ェッ
ク基
準
の
明
確
化
と継
続
的
に見
直
す
仕
組
み
）

自
動
的
な
レ
ポ
ー
テ
ィン
グ機
能
の
導
入

（
差
異
事
例
の
徹
底
した
見
える
化
、コ
ンピ
ュー
タチ
ェッ
ク基
準
の
明
確
化
と継
続
的
に見
直
す
仕
組
み
）

返
戻
され
る
こと
が
明
らか
な
レセ
プト
に
つい
て請
求
前
にエ
ラー
を
修
正
す
る

シ
ステ
ム
（
支
払
基
金
が
受
付
前
に
チェ
ック
し、
医
療
機
関
に戻
す
）
の
導
入

●
さま
ざま
な
レポ
ー
ティ
ング
が
自
動
的
にな
され
る環
境
の
整
備

●
新
たな
差
異
や
付
せ
ん
貼
付
を生
じさ
せ
な
い
PD
CA
サ
イク
ル
の
仕
組
み
の
新
シ
ステ
ム
へ
の
組
込
み

現
行
シ
ステ
ム
にお
い
ても
、効
果
を検
証
の
上
、見
直
し

ケ コ サ セ ソ

返
戻
査
定
理
由
を
記
載
す
る対
象
レ
セ
プト
の
拡
大
、記
載
内
容
の
充
実
（
２
９
年
度
～
）

差
異
の
解
消
は
、「
コン
ピュ
ー
タチ
ェッ
クの
段
階
」、
「医
療
専
門
職
等
を含
む
職
員
、審
査
委
員
会
によ
る審
査
の
段
階
」の
双
方
で
取
り組
む

支
部
で
設
定
され
るコ
ンピ
ュー
タチ
ェッ
クル
ー
ル
の
見
直
し、
医
学
的
判
断
が
一
定
の
巾
に収
まる
もの
等
につ
い
て、
統
一
的
コン
ピュ
ー
タチ
ェッ
ク導
入
の
推
進
（
２
９
年
度
か
ら基
準
検
討
に着
手
。整
理
で
きた
もの
か
らシ
ステ
ム
刷
新
を待
たず
に先
行
実
施
）

「審
査
の
一
般
的
な
取
扱
い
」公
表
の
一
層
の
促
進

再
審
査
に本
部
の
中
立
した
視
点
を持
って
関
与
す
る仕
組
み
の
導
入

審
査
・支
払
新
シ
ス
テ
ム
構
築
（
セ
キ
ュリ
ティ
対
策
含
む
）

（
再
掲
）

（
再
掲
）

自
動
で
返
戻
査
定
理
由
を
記
載
す
る仕
組
み
の
検
討

本
部
にお
い
て、
基
準
に基
づ
き、
本
部
チェ
ック
へ
の
移
行
等
を決
定

（
全
医
設
定
ル
ー
ル
は
、原
則
、本
部
チェ
ック
に集
約
）

シ

９
割
程
度
の
レセ
プト
は

コン
ピュ
ー
タで
審
査
完
結
を目
指
す

付
せ
ん
の
つ
くレ
セ
プト
は

▲
６
割
減
～
▲
８
割
減
を目
指
す

請
求
前
にエ
ラー
を修
正
す
る範
囲
の

検
討

整
理
で
きた
もの
か
らシ
ステ
ム
刷
新
を待
たず
に見
直
しを
先
行
実
施

高
額
注
意
付
せ
ん
は
一
旦
試
行
的
に中
止
。

効
果
検
証
の
上
、廃
止
等
を決
定

（
約
19
0万
件
/月
）

整
理
で
きた
もの
か
らシ
ステ
ム
刷
新
を待
たず
に先
行
実
施

各
支
部
で
設
定
され
てい
るコ
ンピ
ュー
タ

チ
ェッ
クル
ー
ル
に
つい
て、
見
える
化
等
を

行
い
、今
後
の
取
扱
い
基
準
を策
定

Ａ
Ｓ
Ｐ
を
拡
充
、医
療
機
関
等
の
シ
ス
テ
ム
に
チ
ェッ
クロ
ジ
ック
を
導
入

AS
Pや
医
療
機
関
へ
チェ
ック
ロジ
ック
を
導
入
す
る
方
式
を検
討

厚
生
労
働
省
に
お
い
て
診
療
報
酬
点
数
に係
る
審
査
基
準
の
明
確
化
の
検
討
・実
施
（
改
定
毎
）

ス
支
払
基
金
にお
い
て明
確
化
で
きた
基
準
を随
時
、コ
ンピ
ュー
タチ
ェッ
クに
取
り込
む

支
払
基
金
業
務
効
率
化
・
高
度
化
計
画

工
程
表
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４
．
審
査
委
員
会
の
ガ
バ
ナ
ンス
強
化

（
１
１
）
審
査
委
員
会
の
在
り方
の
見
直
し

（
１
２
）
審
査
委
員
の
利
益
相
反
の
禁
止

（
１
３
）
本
部
審
査
の
拡
大
等

５
．
組
織
・体
制
の
見
直
し

（
１
４
）
支
部
組
織
の
見
直
し

（
１
５
）
業
務
棚
卸
し等
に
よる
効
率
化
の
推
進

（
１
６
）
支
払
基
金
の
人
員
体
制
の
スリ
ム
化
と高
度
化

平
成
２
９
年
度

（
20
17
）

平
成
３
０
年
度

（
20
18
）

平
成
３
１
年
度

（
20
19
）

平
成
３
２
年
度

（
20
20
）

平
成
３
３
年
度
以
降

（
20
21
）

新
シ
ステ
ム
にお
い
て、
サ
ー
バ
を本
部
に一
元
化

在
宅
勤
務
な
ども
含
め
、柔
軟
な
勤
務
形
態
で
の
審
査
に必
要
な
Ｉ
Ｃ
Ｔ
環
境
を整
備

実
証
テス
ト、
先
行
集
約
化
の
検
証
を踏
まえ
た上
で
、速
や
か
に審
査
事
務
の
一
部
支
部
へ
の
集
約
を図
る

ツ テタ

本
部
特
別
審
査
委
員
会
の
対
象
レセ
プト
拡
大
（
現
行
の
高
額
レセ
プト
の
対
象
基
準
（
例
えば
、医
科
４
０
万
点
以
上
）
の
引
き下
げ
、及
び

専
門
医
が
少
な
い
診
療
科
の
専
門
性
が
高
い
レセ
プト
の
対
象
拡
大
）

現
行
の
審
査
支
払
業
務

プロ
セ
ス全
体
の
棚
卸
し(
再
掲
）

新
シス
テム
導
入
と(
１
)～
(1
5)
の着
実
な
実
施
で業
務
の大

幅
見
直
し。
それ
に応
じて
組
織
・人
員
を
集
約
す
る方

向
で
取
り組
む

（
遅
くと
も３
６
年
度
末
段
階
で
、現
行
定
員
の
２
０
％
程
度
（
８
０
０
人
程
度
）
の
削
減
を目
途
）

入
力
・点
検
業
務
の
シ
ステ
ム
対
応
・外
部
委
託
化
の
推
進
、オ
ンラ
イン
請
求
の
促
進
（
２
９
年
度
以
降
順
次
）

ト ナ

自
動
的
な
レポ
ー
ティ
ング
機
能
の
導
入

（
差
異
事
例
の
徹
底
した
見
える
化
、コ
ンピ
ュー
タチ
ェッ
ク基
準
の
明
確
化
と継
続
的
に見
直
す
仕
組
み
）

審
査
・支
払
新
シ
ステ
ム構
築
（
セ
キ
ュリ
ティ
対
策
含
む
）

（
再
掲
）

新
シ
ステ
ム
の
下
で
数
か
所
の
支
部
を対
象
に先
行
的
に集
約
化
を実
施

本
部
審
査
拡
大
等
の
検
討

新
シ
ステ
ム
導
入
によ
り業
務
効
率
化
を促
進
し、
人
員
体
制
の
スリ
ム
化
も推
進

再
審
査
に本
部
の
中
立
した
視
点
を持
って
関
与
す
る仕
組
み
の
導
入
（
再
掲
）

審
査
事
務
の
集
約
に伴
う実
際
上
の
課
題
を把
握
す
るた
め
、モ
デ
ル
支
部
にお
け
る

実
証
テス
トを
実
施
（
遅
くと
も３
０
年
度
まで
に実
証
テス
トを
実
施
）

利
益
相
反
の
禁
止
に
係
る事
項
に
つい
て、

支
払
基
金
の
内
規
文
書
で
厳
格
化
・明
文
化

チ

専
門
医
の
少
な
い
地
域
で
の
ウェ
ブ会
議
方
式
の
活
用
、合
同
審
査
の
推
進

重
点
審
査
の
審
査
決
定
に関
し、
診
療
側
委
員
と保
険
者
側
委
員
の
間
で
意
見
が
相
違
す
る

事
案
等
が
生
じた
際
に、
判
断
を中
立
な
立
場
にあ
る公
益
委
員
に委
ね
る仕
組
み
の
実
施

審
査
委
員
の
選
定
要
件
の
見
直
し

・中
立
な
立
場
にあ
る委
員
は
、原
則
、公
的
医
療
機
関
等
の勤
務
医
等

順
次
、受
付
・審
査
業
務
の
平
準
化
を推
進
、支
払
スケ
ジ
ュー
ル
の
柔
軟
化
の
可
能
性
につ
い
ても
検
討

審
査
業
務
の
平
準
化
及
び
支
払
処
理
の
柔
軟
化
の
検
討

職
員
に直
接
雇
用
す
る常
勤
医
師
等
の
医
療
専
門
職
等
の
活
用
拡
大

審
査
委
員
会
にか
ける
レセ
プト
は
重
点
審
査
分
を中

心
に１
％
以
下
を
目
指
す

支
払
基
金
業
務
効
率
化
・
高
度
化
計
画

工
程
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